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  令和８年４月２０日 

 

お客様各位 

 

  鹿 児 島 市 交 通 局 

 

 

市電運賃の改定について 

 

 鹿児島市交通局は、 令和８年４月１３日、九州運輸局長に対して、当局が運行する市電の

運賃改定申請を行いました。運賃改定予定日は 、令和８年８月１日を予定しております。 

 

１ 申請の理由 

  鹿児島市交通局では、コロナ禍がもたらした新しい生活様式など社会の大きな変革や公共

交通の利用に関する考え方の変化への対応を図るため、新たな社会に即した事業の見直し等

を進めながら、減収等も踏まえた中での持続可能な経営基盤の確立に向けて、令和３年度に

鹿児島市交通事業経営計画の見直しを実施しました。 

しかしながら、物価高騰や人件費の増など、計画策定時と比べて今日の経営環境は大きく

変化し、また、安全で安定的な市電の運行を実現するため、運転士の確保や負担軽減、老朽

化した施設・設備の整備等の課題に速やかに対応しなければならないことから、７年度にも、

これらの取組や財政見通しを踏まえた計画の見直しを行いました。 

見直し計画における財政見通しでは、現行の運賃を維持しながら事業を継続した場合、７

年度以降、軌道事業の経常損益が赤字となり、本市の交通事業全体でも、１０年度以降に資

金不足比率が経営健全化基準の２０％を超える見込みであることから、８年８月に市電の運

賃改定を実施するとともに、国の補助金や交通事業債のさらなる活用を検討するほか、一般

会計からの繰入金等について適宜適切に協議を行うことで、軌道事業の収支均衡や、交通事

業全体での経営健全化基準の達成を目指すこととしました。  

なお、今後においては、毎年度の収支や資金状況、運賃改定による増収効果等を踏まえな

がら、計画期間内における電車・バスの運賃改定をはじめ、さらなる増収対策を検討すると

ともに、支出においては事務事業の見直しやＤＸ化の推進等による経費節減に取り組みなが

ら、中長期的に安定した事業運営を図ってまいります。  

 

２ 申請概要 

 (1) 申請日         令和８年４月１３日 

 (2) 運賃改定実施予定日   令和８年８月 １日 

 (3) 改定内容 

市電の上限運賃額を改めます。 

（現 行）大人 １７０円  小児  ９０円（※小児の実施運賃は８０円） 

  （改正後）大人 ２００円  小児 １００円（※実施運賃も同額） 



   

３ 身体・知的・精神障害者割引料金及び回数料金の改定 

身体・知的・精神障害者割引料金 

  （現 行） 大人  ９０円（※実施運賃は８０円） 

  （改定後） 大人 １００円（※実施運賃も同額） 

  ※小児運賃の上限額に改定はございませんが、実施運賃を５０円に改定します。 

 

４ 定期料金の改定 

  基準となる運賃の改定に伴い定期券の料金を改定します。 

主な定期乗車券の金額は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

５ 特殊料金の改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 貸切料金の改定 

貸切電車料金 

 （現 行） 片道一回 １３，４００円 

 （改定後） 片道一回 １５，８００円 


